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１ 建設産業の現状と課題
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（年度）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については平成30年度（2018年度）まで実績、令和元年度（2019年度）・令和２年度（2020年度）は見込み、令和３年度（2021年度）は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値
注４ 平成27年（2015年）産業連関表の公表に伴い、平成27年以降建築物リフォーム・リニューアルが追加されたとともに、平成23年以降の投資額を遡及改定している

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
令和３年度は約63兆円となる見通し（ピーク時から約25％減）。

○ 建設業者数（令和３年度末）は約48万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。
○ 建設業就業者数（令和３年平均）は485万人で、ピーク時（平成９年平均）から約29％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）就業者数のピーク
685万人（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲29.2%

485万人
（令和３年平均）

475千業者
（令和３年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲20.9%

62.7兆円
（令和３年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲25.4％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
許可業者数：531千業者

担い手３法
（平成26年）

担い手の育成・確保

新・担い手３法
（令和元年）
働き方改革

・生産性向上等

品確法 制定
（平成17年）
価格と品質に

優れた調達へ転換
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年間出勤日数の推移
雇用保険 健康保険 厚生年金 ３保険

H23.10 94％ 86％ 86％ 84％

H24.10 95％ 89％ 89％ 87％

H25.10 96％ 92％ 91％ 90％

H26.10 96％ 94％ 94％ 93％

H27.10 98％ 97％ 96％ 96％

H28.10 98％ 97％ 97％ 96％

H29.10 98％ 98％ 97％ 97％

H30.10 98％ 98％ 97％ 97％

R01.10 99％ 99％ 99％ 98％

R02.10 99％ 99％ 99％ 99％

R03.10 99％ 99％ 99％ 98％
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6000 製造業生産労働者（男性）

建設業生産労働者（男性）

建設業を取り巻く現状と課題

社会保険の加入は一定程度進んでいるが、
下位の下請になるほど加入率は低く、さらに
踏み込んだ対策が必要。

企業別・３保険別加入割合の推移（事業者単位）

給与は建設業全体で上昇傾向にあるが、生産
労働者（技能者）については、製造業と比べ低い
水準。

建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※年間賃金総支給額＝きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額
※令和２年より生産労働者のみの調査がなくなったため、2020年の生産労働者の値は、

全労働者の対前年増減率と同じ増減率を仮定して算出。

○製造業の賃金のピークは50～54歳であることに対し、建設業の賃
金ピークは45～49歳。
○賃金カーブのピーク時期が製造業よりも早く到来する傾向があり、
現場の管理、後進の指導等のスキルが評価されていない可能性。

出典：公共事業労務費調査

建設業は全産業平均と比較して年間340時間
以上長時間労働の状況。

出典： 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

出典：令和元年賃金構造基本統計調査

（単位：千円） 年齢階層別の賃金水準

約3％
の差

元請：99.5%
1次下請：99.0%
2次下請：97.2%
3次下請：92.1%

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

104時間

346時間

19.5 

14.2 

22.6 

6.7 

6.2 

6.8 

29.7 

26.9 

31.5 

7.8 

7.4 

9.2 

29.7 

37.5 

24.6 

6.6 

7.7 

5.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

建築工事

土木工事

4週8休
(完2)

4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

現在4週8休は
２割以下

出典：日建協「2020時短アンケート」を基に作成

※日建協の組合員の技術者等を対象にアンケート調査。
※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。

建設業における休日の状況（技術者）

（4週当たり）

休暇日数

5.59日

（4週当たり）

休暇日数

5.78日

（4週当たり）

休暇日数

5.29日

他産業では当たり前となっている週休２日もとれ
ていない。

1.9 
14.1 

21.2 
19.9 

26.3 
33.3 

44.2 
38.5 

30.1 
26.9 

52.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65歳以上

60歳以上の高齢者（79.5万人、25.7％）は、10
年後には大量離職が見込まれる。一方、それを
補うべき若手入職者の数は不十分。

年齢階層別の建設技能労働者数

出典：総務省「労働力調査」（R３年平均）を元に国土交通省にて推計

（年齢階層）

37.2万人
12.0％

（万人)

79.5万人
25.7％

平成９年度：1972時間
令和３年度：1874時間

▲98時間

平成９年度：2026時間
令和３年度：1978時間

▲48時間

平成９年度：1887時間
令和３年度：1632時間

▲255時間
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 482万人（R3）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 35万人（R3）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  309万人（R3）

○ 建設業就業者は、55歳以上が35.5％、29歳以下が12.0%と高

齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和２年と比較して

55歳以上が6万人減少（29歳以下は増減なし）。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状

建設業：３割以上が５５歳以上

建設業：２９歳以下は１割

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）
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【平成30年３月卒】

○ 建設業の離職率は他産業よりも高く、年々改善しているものの、特に１年目の割合が高くなっている。

※令和4年10月発表データのため、令和２年3月卒は3年目の離職者、令和３年3月卒は2,3年目の離職者が存在しない
出典：厚生労働省「新規高校卒業就職者の産業別離職状況」「新規大学卒業就職者の産業別離職状況」
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【平成31年３月卒】
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【令和２年３月卒】

引き続き就労している者 3年目の離職者
2年目の離職者 1年目の離職者

建設業における離職状況（３年目までの離職率）
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出典：厚生労働省「雇用管理現状把握実態調査（平成24年度）」より国土交通省作成

■ 企業が考える若年技能労働者が定着しない理由 （複数回答）／ 建設業離職者（離職時若年層）が仕事を辞めた一番の理由

■ 常用の若年技能労働者を定着させるための取り組み（複数回答）（N=2,484）

20.4%
21.6%

24.3%
25.4%

26.7%
30.9%
31.4%

32.6%
34.6%

35.7%
45.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

週休二日制の推進

年齢・勤続年数に対応した賃金

残業時間、休日出勤の削減等による総労働時間短縮

年間を通じて仕事を恒常的に確保する（雇用の安定）

月給制（基本給定額制）の導入

福利厚生の向上（各種手当・退職金制度の整備、社員寮の設置等による）

仕事の内容に対応した賃金

有給休暇の取得推進

技能教育の推進、資格取得の支援

能力や資格を反映した賃金

社会保険への加入

出典：厚生労働省「雇用管理現状把握実態調査（令和２年度）」より国土交通省が作成
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技術が身についたら独立する、家業を継ぐ

遠方の作業場が多い

作業環境が悪い

ひと月の仕事量によって賃金額が変動する

入職前のイメージとのギャップがある

労働時間が他の職業に比べて長い

作業に危険が伴う

技能・技術の習得が乏しい

休みがとりづらい

労働に対して賃金が低い

現場での人間関係が難しい

（若年技能労働者の）職業意識が低い

作業がきつい

企業 若年技能労働者が定着していない理由「定着未達」企業（Ｎ＝1,122）
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技術が身についたら独立する、家業を継ぐ

遠方の作業場が多い

作業環境が悪い

ひと月の仕事量によって賃金額が変動する

入職前のイメージとのギャップがある

労働時間が他の産業に比べて長い

作業に危険が伴う

技能・技術の習得が乏しい

休みがとりづらい

労働に対して賃金が低い

現場での人間関係が難しい

（若年技能労働者の）職業意識が低い

作業がきつい

建設業離職者 建設業での仕事を辞めた一番の理由

離職時若年層の建設業離職者（Ｎ＝178）

若手の技能労働者が定着しない主な原因
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２ 建設産業における働き方改革

7



新･担い手３法（品確法と建設業法･入契法の一体的改正）について（令和元年６月成立）

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～ ＜政府提出法案＞

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～ ＜議員立法※＞

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競

争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格

への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による

生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測

量、地質調査その他の調
査及び設計」を、基本理
念及び発注者･受注者の責
務の各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化

のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技士補)

を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請)：一定の要件を

満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を

合理化
・建設業の許可に係る承継に関す

る規定を整備

※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法
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現行規制 改正労働基準法（平成30年6月29日成立）

原則
≪労働基準法で法定≫
（１）１日８時間・１週間４０時間
（２）３６協定を結んだ場合、

協定で定めた時間まで時間外労働可能
（３）災害その他、避けることができない事由により臨時の必要が

ある場合には、労働時間の延長が可能（労基法３３条）

≪同左≫

３６協定の
限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫
（１）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間

・ただし、臨時的で特別な事情がある場合、延長に上限なし
（年６か月まで）（特別条項）

（２）・建設の事業は、（１）の適用を除外

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫
（１）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間 ・・・第36条第4項

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
① 年７２０時間（月平均６０時間） ・・・第36条第5項
② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも
上回ることの出来ない上限を設定
a.２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内（休日出勤を含む）

・・・第36条第6項第3号
b.単月１００時間未満（休日労働を含む） ・・・第36条第6項第2号
c.原則（月４５時間）を上回る月は年６回を上限 ・・・第36条第5項

（２）建設業の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用 ・・・第139条第2項（第36条第3項、第4項、

第5項、第6項第2号、第3号は適用しない）
・施行後５年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興については、上記（１）

②a.b.は適用しない（※）が、将来的には一般則の適用を目指す。
・・・第139条第1項

※労基法３３条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場合でも
臨時の必要性がない場合は対象とならない

改正労働基準法（平成31年4月1日施行）

○ 平成31年4月1日より改正労働基準法が施行
○ 建設業においても、改正労働基準法の施行から５年後に罰則付きの時間外労働規制の適用

罰則：雇用主に
６か月以下の懲役

又は
３０万円以下の罰金

改正労働基準法における建設業の時間外労働規制
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○ 新・担い手三法成立を踏まえ、中央建設業審議会において、「工期に関する基準」を作成・勧告（令和２年７月）
○ 直轄工事に加え、地方公共団体発注工事においても、「工期に関する基準」を踏まえ、週休２日の確保等を考慮するとともに、その

場合に必要となる労務費等を請負代金に適切に反映すること等について要請等を実施。
○ 民間工事についても、「工期に関する基準」作成時に、適正な工期が設定されるよう、関係省庁等を通じて働きかけを実施。

工期に関する基準

〇 適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事におい
て適正な工期を確保するための基準。

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
・週休２日の確保

（前略）建設業に携わる全ての人にとって建設業をより魅力的なものとしていくためには、他産業と同じように、建設業の担い手一人ひとりが週
休２日（４週８休）を確保できるようにしていくことが重要である。

（令和２年７月 中央建設業審議会作成・勧告）

公共工事での取組 民間工事での取組

○ 「工期に関する基準」が作成された後、関係省庁等
を通じて、民間工事の発注主体となり得る民間企業
等に対して周知を実施。

○ 上記に加えて、様々な機会を通じて、週休２日の確
保について働きかけを実施。

○ さらに、令和３年度、民間工事での週休２日の確
保状況等についての実態調査を実施。好事例集の
作成等を通じて、周知・啓発を実施中。

○ 直轄工事では週休２日工事、週休２日交代制モデル工事を順次拡大。
国交省直轄工事では令和３年度以降は原則全ての工事を「週休２日対象
工事」として公告。

○ 地方公共団体に対し、適正な工期の設定に努めることや、週休２日の
確保等を考慮するとともに、必要となる労務費や現場管理費等を請負代
金に適切に反映すること等について要請。

○ 週休２日工事を実施している地方公共団体数は着実に増加し、
全ての都道府県・政令市（計67団体）で実施（R４年４月公表）。

適正な工期設定
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週休２日対象工事の実施状況

○ 直轄工事においては、週休2日を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施。
○ R6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2日を推進。

週休２日対象工事の実施状況（直轄土木工事）

7,300 

6,853 

4,450 

2,745 

1,106 

165 

192 

893 

3,330 

3,346 

2,735 

659 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

R3年度

R2年度

R1年度

H30年度

H29年度

H28年度

週休2日実施工事

週休2日対象工事

（公告工事）

3,841
実施件数6.7倍

対象件数4.7倍824

6,091
実施件数2.5倍

対象件数1.6倍

7,780
実施件数1.6倍

対象件数1.3倍

実施件数1.5倍
7,746

4,018 
2,546 

321 
415 

7,300件
(R3年度)

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

公告件数
(取組件数)

824
(165)

3,841
(1,106)

6,091
(2,745)

7,780
(4,450)

7,746
(6,853)

7,492
(7,300)

実施率 20.0% 28.7% 45.0% 57.1% 88.5% 97.4%

※令和4年３月末時点
※令和3年度中に契約した直轄工事を集計（営繕工事、港湾空港除く）
※令和3年度の取組件数には取組協議中の件数も含む

7,492
実施件数1.1倍

現場閉所
（発注者指定方式）

現場閉所
（受注者希望方式）

交替制モデル
（発注者指定方式）

交替制モデル
（受注者希望方式）
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「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂
（平成３０年７月２日 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議 申合せ）

○ 働き方改革関連法による改正労働基準法（H31.4.1施行）に基づき、５年の猶予期間後、建設業に時間外労働の罰則付き上限規制が適用。

○ 本ガイドラインは、猶予期間中においても、受注者・発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項を、指針として策定したもの。

１．ガイドラインの趣旨等

○ 建設工事の発注の実態や長時間労働是正に向けた取組を踏まえ、本ガイドラインについてフォローアップを実施し、適宜、内容を改訂

４．その他（今後の取組）

ガイドラインの内容

○ 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ」を行わない。
○ 予定工期内での完了が困難な場合は、受発注者協議の上、適切に工期を変更。

補助金工事では、迅速な交付決定と併せ、繰越制度等を適切に活用。
○ 発注見通しの公表等により、施工時期を平準化。

（２）必要経費へのしわ寄せ防止の徹底
○ 社会保険の法定福利費などの必要経費を、見積書や請負代金内訳書に明示。
○ 公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・

見積りに基づき、適正な請負代金による請負契約を締結。

（３）生産性向上
○ 受発注者の連携により、建設生産ﾌﾟﾛｾｽ全体における生産性を向上。

・３次元モデルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積極活用
・プロジェクトの初期段階から受発注者間で設計・施工等の集中検討を行う

フロントローディングの積極活用 等

（４）下請契約における取組
○ 下請契約においても、適正な工期および請負代金により契約を締結。
○ 週休２日の確保に際して、日給制の技能労働者等の処遇水準に留意し、労務

費等の見直し効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準を確保。
○ 一人親方についても、長時間労働の是正や週休２日の確保等を図る。

（５）適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○ 工事の特性等を踏まえ、外部機関（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ企業等）を活用。

２．時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方

（１）請負契約の締結に係る基本原則
○ 受発注者は、法令を遵守し、双方対等な立場で、請負契約を締結。

（２）受注者の役割
○ 受注者は、建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期と
ならないよう、適正な工期で請負契約を締結。

（３）発注者の役割
○ 発注者は、施工条件の明確化等を図り、適正な工期で請負契約を締結。

（４）施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化
○ 受発注者は、工事実施前に情報共有を図り、役割分担を明確化。

（１）適正な工期設定・施工時期の平準化
○ 工期の設定に当たっては、下記の条件を適切に考慮。
・建設工事従事者の休日（週休２日等）
・労務・資機材調達やBIM/CIM活用等の準備期間、現場の後片付け期間
・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等

○ 業種に応じた民間工事の特性等を理解のうえ協議し、適正な工期を設定。
○ 週休２日等を考慮した工期を設定した場合、必要な労務費や共通仮設費

等を請負代金へ適切に反映。特に公共工事は、週休２日工事の件数拡大。

３．時間外労働の上限規制の適用に向けた取組
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工期に関する基準（令和２年７月 中央建設業審議会作成・勧告） 概要

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
（１）自然要因

降雨日・降雪日、河川の出水期における作業制限 等
（２）休日・法定外労働時間

改正労働基準法に基づく法定外労働時間

建設業の担い手一人ひとりが週休２日（４週８休）を確保

（３）イベント
年末年始、夏季休暇、GW、農業用水塔の落水期間 等

（４）制約条件
鉄道近接・航空制限などの立地に係る制約 等

（５）契約方式
設計段階における受注者（建設業者）の工期設定への関与、分離発注 等

（６）関係者との調整
工事の前に実施する計画の説明会 等

（７）行政への申請
新技術や特許公報を指定する場合、その許可がおりるまでに要する時間 等

（８）労働・安全衛生
労働安全衛生法等の関係法令の遵守、安全確保のための十分な工期の設定 等

（９）工期変更
当初契約時の工期の施工が困難な場合、工期の延長等を含め、適切に契約条件の
変更等を受発注者間で協議・合意

（１０）その他
施工時期や施工時間、施工法等の制限 等

第１章 総論

（１）背景
（２）建設工事の特徴
（ⅰ）多様な関係者の関与 （ⅱ）一品受注生産 （ⅲ）工期とコストの密接な関係

（３）建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
（ⅰ）公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方 （ⅱ）公共工事における考え方 （ⅲ）下請契約

（４）本基準の趣旨
（５）適用範囲
（６）工期設定における受発注者の責務

第３章 工程別に考慮すべき事項
（１）準備
（ⅰ）資機材調達・人材確保
（ⅱ）資機材の管理や周辺設備
（ⅲ）その他

（２）施工
（ⅰ）基礎工事 （ⅱ）土工事 （ⅲ）躯体工事
（ⅳ）シールド工事 （ⅴ）設備工事
（ⅵ）機器製作期間・搬入時期 （ⅶ）仕上工事
（ⅷ）前面及び周辺道路状況の影響 （ⅸ）その他

（３）後片付け
（ⅰ）完了検査 （ⅱ）引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
（ⅲ）原型復旧条件

第５章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について

働き方改革に向けた意識改革や事務作業の効率化、工事開始前の事前調
整、施工上の工夫、ICTツールの活用等について、他の工事現場の参考
となるものを優良事例として整理 ※詳細は別紙に整理

第６章 その他
（１）著しく短い工期と疑われる場合の対応

駆け込みホットラインの活用
（２）新型コロナウイルス感染症焼対策を踏まえた工期等の設定

受発注者間及び元下間において、協議を行い、必要に応じて適切に契約変更
（３）基準の見直し

本基準の運用状況等を踏まえて、見直し等の措置を講ずる

第４章 分野別に考慮すべき事項

（１）住宅・不動産分野
（２）鉄道分野

（３）電力分野
（４）ガス分野

本基準は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であ
り、建設工事において適正な工期を確保するための基準である。
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工期の適正化
（建設業法第１９条、第１９条の５・６、第２０条、第２０条の２、第２１条、第３４条、入契法第１１条）

実施を勧告

◆中央建設業審議会が工期に関する基準を作成
（中央建設業審議会の設置等）

第三十四条 （略）
２ 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関す

る基準並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

◆通常必要と認められる期間に比して著しく短い工
期による請負契約の締結を禁止
（著しく短い工期の禁止）

第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必
要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締
結してはならない。

注文者

◆工程の細目を明らかにし、工程ごとの作業及
びその準備に必要な日数を見積り

（建設工事の見積り等）
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容

に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工
事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工
事の見積りを行うよう努めなければならない。

２・３ （略）

建設業者

◆工事を施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書面に明記
（建設工事の請負契約の内容）

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しな
ければならない。

一～三 （略）
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五～十六 （略）

◆工期に影響を及ぼす事象で認識しているものについ
て契約締結までに通知

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供）
第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下そ

の他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定
める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するま
でに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な
情報を提供しなければならない。

【建設業法施行規則】
（工期等に影響を及ぼす事象）

第十三条の十一 法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げ
る事象とする。

一 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因
する事象

二 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

14



発注者

元請
（建設業者）

著しく短
い工期に
よる契約

１次下請
（建設業者）

※必要があるときは発注者に対し、報告又は資料の提出を求めることが可能

③ 建設工事の注文者が建設業者である場合、国土交通大臣等は建設業法第４
１条を根拠とする勧告や第２８条を根拠とする指示処分を行う。（通常と同様）

＜建設業法＞
第十九条の六 （略）
２ 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した発注者が前条の

規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道
府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表する
ことができる。

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注
者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

＜入契法＞
第十一条 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者

である建設業者（建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。）に次の各号のいずれか
に該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知
事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
一 （略）
二 第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第

一項、第二項若しくは第四項又は同法第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若
しくは第二十六条の三第六項の規定に違反したこと。

著しく短い
工期による
契約

② 国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した発注者に対して、勧告を行う
ことができ、従わない場合はその旨を公表することができる。

①＜公共工事の場合＞＜入契法＞
建設工事の受注者（元請）が下請業者と著しく短い工期で下請契約を締結してい

ると疑われる場合は、当該工事の発注者は当該受注者の許可行政庁にその旨を通
知しなければならない。

※建設業法第３１条を根拠とする立入検査や報告徴収も可能

許可行政庁

違反の疑い
を通報

駆け込みホットライ
ン 等

勧告

指示

①
②

③

著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置
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許可基準の見直し（建設業法第７条（経営業務管理責任者）関係）

○ 新・担い手３法の改正により、建設業者の持続可能性の観点から、①経営能力（経営業務管理
責任者）に関する基準を見直し、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているよう
な場合には、基準に適合しているものとし許可を認めることとされた。

（許可の基準）
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合している

と認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定め

る基準に適合する者であること。
二～四 （略）

（許可の基準）
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると

認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいう。以下同じ。）のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支
配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

二～四 （略）

（改正後）

（改正前）

16
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建設業法第７条第１号の国土交通省令で定める基準

法第７条第１号の省令で定める基準→ 建設業者として、下記のいずれかの体制を有すること

○ 建設業に関し５年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権限の委任を
受けた者に限る。）としての５年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責
任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

（個人である場合はその者又はその支配人）のうち１人が、次のいずれかに該当するであること。

（個人である場合はその者又はその支配人）の
うち１人が、次のいずれかに該当するものであ
ること。

A 建設業に関し、二年以上役員等として
の経験を有し、かつ、五年以上役員等又
は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
（財務管理、労務管理又は業務運営の業
務を担当するものに限る。）としての経
験を有する者

B 五年以上役員等としての経験を有し、
かつ、建設業に関し、二年以上役員等と
しての経験を有する者

※建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一

として下記をそれぞれ置くものであること。

財務管理の経験

労務管理の経験

運営業務の経験
※ 上記は一人が複数の経験を兼ねることが可能

常勤役員

常勤役員 常勤役員を直接に補佐する者

について、直
接に補佐する
者になろうと
する建設業者
又は建設業を
営む者におい
て５年以上の
経験を有する
者

17
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【従 前】 【改正後】

元請A社

監理技術者Ａ
（専任）

下請B社

主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

監理技術者Ｂ
（専任）

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

・建設工事の請負代金の額が３５００万円（建築
一式工事にあっては７０００万円）以上である
場合については、監理技術者は現場に専任の者
でなければならない。

下請B社

主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

元請A社

監理技術者Ａ

監理技術者補佐Ｘ
（専任）

監理技術者補佐Ｙ
（専任）

工事１ 工事２ 工事１ 工事２

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定
める者を専任で置いた場合には、監理技術者の
兼務を認めることとする（当面２現場）。

・政令で定める者は、主任技術者の要件を有する
者のうち、１級の技士補の資格を持つ者などと
する。

特例監理技術者

主任技術者の要件を有する者のうち、１級技士補の資格を持つ者などは、監理技術者補
佐として、工事現場に配置することが可能 （法第26条第3項、第4項）

※令和２年１０月１日施行
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工事を注文する者（一次下請Ａ社）と工事を請け負
う者（二次下請Ｂ、Ｄ、Ｅ社）が以下の事項を記載し
た書面において合意をする必要がある。この際、一次
下請Ａ社は注文者の書面による承諾を得る必要があ
る。

・特定専門工事の内容
・特定専門工事の下請契約の請負代金の額

（２以上の下請契約がある場合はその総額）
・上位下請の置く主任技術者の氏名及び有する資格

二次下請Ｄ社

主任技術者

一次下請A社

主任技術者

二次下請Ｃ社二次下請Ｅ社

主任技術者 主任技術者

注文者

二次下請B社

主任技術者

特定専門工事は、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、そ
の施工の技術上の管理の効率化を図る必要がある、以下の工事とする。

・鉄筋工事 ・型枠工事

主任技術者の専任義務が３５００万円以上となって
いることを踏まえ３５００万円未満とする

上位下請（一次下請Ａ社）の主任技
術者は、下記の要件を満たす必要があ
る。
・当該特定専門工事と同一の種類の建

設工事に関し一年以上指導監督的
な実務の経験を有すること。

・当該特定専門工事の工事現場に専任
で置かれること。

主任技術者を置かないこととした下請負人（二次下請Ｂ、Ｄ、Ｅ社）は、その下請負に係る建設工事を他人に請け
負わせてはならない。⇒違反した場合、監督処分の対象となる

下請F社

主任技術者

下請G社

主任技術者

下請H社

主任技術者

三次下請Ｙ社

主任技術者

※ 主任技術者を置いている（制度を利用していない）下請は再
下請可能

対象とする工事

下請契約の請負代金の額 手続

配置される主任技術者の要件

再下請の禁止

※令和２年１０月１日施行
専門工事の主任技術者配置緩和
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「技術者制度の見直し方針」概要

学歴による差を見直し、実務経験の内容を評価することにより、必要年数の短縮を検討。学歴による差を見直し、実務経験の内容を評価することにより、必要年数の短縮を検討。

○技術検定の受検資格等に関する方針

• 技術検定の第1次検定については、一定年齢以上の全ての者に受検資格を認め、検定試験内容の充実を図るとともに、
専門性の高い学校課程修了者とそれ以外の者との取り扱いを分ける。

• 技術検定の第1次検定に合格した者を、建設技術者として最低限必要な知識を有するものとして同等に扱い、技術者と
して施工管理に関する実務をその内容に応じて一定期間経験した者に対して第2次検定の受検資格を認める。

一定の条件のもと、１現場までに限り専任現場との兼任を可能に。一定の条件のもと、１現場までに限り専任現場との兼任を可能に。

○営業所専任技術者と監理技術者等を兼任可能な条件の方向性

• 営業所専任技術者としての役割（適正な請負契約の締結・営業所の他の工事の技術的サポート等）と、現場技術
者としての役割（適正施工の確保）の両方を達成できるよう、専任現場の兼任と同様の条件のもと、「１営業所
＋１専任現場」の兼任を可能とする。

技術者の専任を求める請負金額について、建設工事費デフレーター、消費税率等を踏まえ、基準額を引き上げ。技術者の専任を求める請負金額について、建設工事費デフレーター、消費税率等を踏まえ、基準額を引き上げ。

○専任不要上限額の引き上げ

• 専任が必要な請負金額：現行3500万円（建築一式7000万円）以上→4000万円（建築一式8000万円）以上
• 監理技術者の配置が必要な下請金額：現行4000万円（建築一式工事は6000万円）→4500万円(建築一式7000万円)以上

一定規模以下の工事に関して、兼任可能な制度を新設。一定規模以下の工事に関して、兼任可能な制度を新設。

○監理技術者等が兼任可能な条件の方向性

＜兼任可能な条件＞
• 工事請負金額がいずれも1億円未満（建築一式工事は2億円未満）の2現場を兼務すること。
• 監理技術者等と各現場との間に、現場の状況確認と意思疎通に必要なリアルタイムの音声・映像の送受信が可能

な環境が整備されていること。
• 各現場が一日に巡回可能な範囲（現場間を２時間程度で移動できる距離）に存在すること。
• 連絡要員（1年以上の実務経験を有する者）を配置すること 等

20

※令和６年４月１日施行予定

※令和５年１月１日施行

適正な施工確保のための技術者制度
検討会（第２期）とりまとめ

※施行時期未定

※施行時期未定



原則専任

専任不要

請負金額

3500万円
(7000万円)

専任不要上限額の引き上げ

制度見直し

監理技術者等の専任制度に関する見直し方針の概要

専任不要

現行制度

原則専任
遠隔施工管理等の活用による

兼任制度の新設
4000万円
(8000万円)

1億円
(2億円)

● 専任不要上限額の引き上げ
技術者の専任を求める請負金額について、建設工事費デフレーター、消費税率等を踏まえ、基準
額を引き上げ。

● 兼任可能な制度の新設
多様な建設工事においてICTの活用による施工管理の効率化を可能とするため、一定規模以下
の工事に関して、兼任可能な制度を新設。

● その他の検討
技術者配置の運用の見直し。

( )は建築一式工事の場合 21

※令和５年１月１日施行

適正な施工確保のための技術者制度
検討会（第２期）とりまとめ



技術検定の受検資格見直しの方向性

22
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適正な施工確保のための技術者制度

検討会（第２期）とりまとめ



一定の条件のもと、１現場までに限り専任現場との兼任を可能に。

・営業所と近接
・常時連絡体制

営業所専任技術者と監理技術者等の兼任の考え方

現状

営業所専任技術者が専任現場（請負金額3500万円以上）の監理技術者等を兼任することは認められ
ていない。

非専任現場については、①近接、②常時連絡体制の２条件のもと兼任可能。

現状

見直し案

見直し案

Ａ営業所

工事X
（非専任現場）

工事Y
（専任現場）

兼任不可
兼任可

・営業所と近接
・常時連絡体制

Ａ営業所

工事X
（非専任現場）

１専任現場まで兼任可

兼任可

工事Y
（専任現場）

・１日に巡回可能な範囲
・常時連絡体制

・工事請負金額が1億円未
満（建築一式工事は2
億円未満）

・音声・映像の送受信が
可能な環境 等

※監理技術者の兼任と
同様の条件

B営業所 B営業所

23

適正な施工確保のための技術者制度
検討会（第２期）とりまとめ



３ 価格転嫁対策
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（円／単位）

Ｈ形鋼 異形棒鋼
厚板 生コンクリート
セメント 型枠用合板
ストレートアスファルト 再生アスファルト合材
軽油（ローリー）

主要建設資材の価格推移 出典 ：「建設物価」 （一般財団法人 建設物価調査会）

○昨年来より原材料費の高騰やエネルギーコストの上昇等により、各建設資材価格が高騰している。
○足元では、多くの資材で価格転嫁の交渉が行われており、状況を継続して注視。

2022.12(1月号反映)

型枠用合板 （円／100枚）

2022年12月 ¥220,000 （+29.4%）
(2021年12月 ¥1760,000)

生コンクリート （円／10㎥）

2022年12月 ¥178,000  (+22.8%)
(2021年12月 ¥145,000)

軽油 （円／kl）

2022年12月 ¥116,000    (-3.3%)
(2021年12月 ¥120,000)

異形棒鋼 （円／ｔ）

2022年12月 ¥115,000 (+19.8%)
(2021年12月 ¥96,000)

ストレートアスファルト (円／t)

2022年12月 ¥120,000 (+31.9%)
(2021年12月 ¥91,000)

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 (円／10t)

2022年12月 ¥99,000     (+13.8%)
(2021年12月 ¥87,000)

セメント (円／10t)

2022年12月 ¥130,000 (+18..2%)
(2021年12月 ¥110,000)

厚板 （円／t）

2022年12月 ¥143,000 (+9.2%)
(2021年12月 ¥131,000)

Ｈ 型鋼 （円／ｔ）

2022年12月 ¥124,000 (+13.8%)
(2021年12月 ¥109,000)

価格推移（東京）
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日 時：令和３年12月27日（月）14:00～14:32
出席者：（政府）岸田総理、斉藤国交大臣、山際新しい資本主義担当大臣、経産大臣、厚労大臣、消費者担当大臣 等

（民間団体）十倉経団連会長など経済団体５団体トップ、宮本日建連会長など事業者団体２２団体トップ

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議（R3.12.27）

開催概要

【岸田総理の発言（抄）】
政府としても、成長と分配の好循環を実現するため、地

域経済の雇用を支える中小企業が適切に価格転嫁を行
い、適正な利益を得られるよう、環境整備を行ってまいり
ます。

本日、パートナーシップによる価値創造のための転嫁
円滑化施策パッケージを決定いたします。１月から３月を
転嫁対策に向けた集中取組期間と定めるほか、公正取
引委員会と中小企業庁が事業所管省庁と連携して、問
題となる事例を幅広く把握し、対応する価格転嫁円滑化
スキームを創設いたします。

加えて、下請代金法や独占禁止法の執行強化などに
より、立入調査や要請を行い、価格転嫁を行いやすくい
たします。

この後、閣議了解を行い、本日御出席の事業者団体を
含めて、各事業所管大臣から各団体に対して、取引先と
のパートナーシップ構築、取引慣行や商慣行の是正など
について、会員企業に周知されるよう、要請することとし
ております。

取引は民と民の関係であり、本日お集まりの産業界を
リードしている皆様方に御協力いただきますよう、是非と
もよろしくお願い申し上げます。

【斉藤国交大臣の発言要旨（抄）】
建設業界では、８年前より国土交通大臣と建設業４団体の

トップが定期的に直接意見交換を行うなど官民一体となって
賃金引上げの取組を行い、直近６年間で年平均２．７％の
賃金上昇を実現しました。

行政においては、市場の賃金実態を的確に反映し、９年連
続で設計労務単価を引き上げるとともに、公共工事におけ
る適正価格での発注やダンピング対策の徹底を推進してま
いりました。

また、業界団体では、ダンピング受注の排除や適正な請
負代金での下請契約締結の周知などに取組んで頂きました。

国土交通省としては、特に民間工事における取引適正化
が重要と考えており、各団体の皆様には、適正な請負代金
の設定や支払条件の改善、適正な工期の確保にご協力を
お願い致します。

出典：官邸ＨＰ 26



５ 公共工事品質確保等に基づく対応の強化

(1) 公共工事品質確保法等の趣旨の徹底

・公共工事の発注者（地方整備局、都道府県、市町村、地方公社等）に対し、労務費、原材
料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の
確保について、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、公共工事の品質確保
の促進に関する法律（平成17年法律第18号）の趣旨を踏まえて対応を図るよう、周知する。

・公共工事のみでなく、民間発注者に対しても、同様の適正な請負単価の設定や適正な工期
の確保を求めるとともに、毎年１月から３月までの「集中取組期間」において、国土交通
省が請負代金や工期などの契約締結の状況についてのモニタリング調査等を実施する。

転嫁円滑化施策パッケージ（令和３年12月27日）（抜粋）

〇 令和３年12月27日に開催された「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議」に
おいて、斉藤国土交通大臣から同会議出席の経済団体等に対して、適正な請負代金の設定や支払
条件の改善、適正な工期の確保について、協力を依頼。

〇 また、同日付で公共発注者、民間発注者、建設業団体等に対して、労務費等を反映した適正な請負
代金の設定や適正な工期の確保等について要請を発出。令和４年３月８日付でも、同様の内容にて
再度要請を発出。

〇 さらに、令和４年２月25日付けで、建設業団体等に対して、下請事業者から価格交渉の申出が
あった場合には積極的に応じること、取引価格は原材料費等の上昇分を考慮した上で十分に協議し
決定すること等を要請。

〇 加えて、転嫁円滑化施策パッケージに基づき、１月から３月までの「集中取組期間」において、
請負代金や工期などの契約締結の状況について、モニタリング調査等を実施。

国土交通省における取組

転嫁円滑化に向けた国交省における取組について
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コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」＜抜粋＞

（令和４年４月26日 原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議決定）

Ⅲ．新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等

● 賃上げ・価格転嫁対策（内閣官房、経済産業省、公正取引委員会、国土交通省、厚生労働省）

▷

▷

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、労務費、
原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境を整備
するため、関係省庁や下請事業者から広範囲に情報提供を受け付け、独占禁止法上の「優
越的地位の濫用」や下請代金法上の「買いたたき」などに対する取締りを強化するなど、取引
適正化の取組を進める。

建設業・造船業における原材料費等の取引価格を反映した適正な請負代金・船価の設定
や適切な工期の確保が図られるよう、公共・民間発注者等に対して周知徹底を図る。

アスファルト合材について、ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分を適切に価格へ転嫁
できるよう、アスファルト合材の取引に関係する事業者等への働きかけを行うとともに、資材価
格等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保が図られるよう、公
共発注者等に対して周知徹底を行う。
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適切な価格転嫁に向けた発注者等への周知徹底について

◇ 取引価格を反映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期の確保に加え、本年実施したモニタリング
調査の結果も踏まえ、スライド条項の適切な設定・運用や必要な契約変更の実施について要請

「労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について」

公共・民間それぞれの標準約款に記載され
ている請負代金や工期の変更に関する規定
（スライド条項等）を適切に設定すること

契約締結時

それらの規定を適切に
運用すること

受注者や下請から協議の申出があった場合は
適切に応じること等により、状況に応じた必要な
契約変更を実施するなど、適切な対応を図ること

契約締結後

◇ 各関係者における取組の推進に向け、通知先に応じてそれぞれ以下を周知

・ 下請企業等との取引において円滑な価格転嫁を進めるため、発注者との契約においても適切な対応を図ること
・ 資材業者等に対しても同様の配慮を行うこと

・ 建設工事の受注者は、発注者が事業を推進する上での重要なパートナーであり、また、
受発注者間の価格の転嫁が元下間・資材業者等への転嫁に当たっても重要となることから、適切な対応を図るべきこと

◇ 価格転嫁に関する相談等を「建設業フォローアップ相談ダイヤル」にて受け付けている旨周知

・ 資材単価の改定を月ごとなど適時に行うこと、状況等を踏まえて単価設定のための調査の時期の前倒し・頻度の増加等の対応をと
ること、可能な限り最新の時点の単価を用いて積算すること等により、原材料費の最新の取引価格を請負代金へ適切に反映すること

公共
発注者

（令和４年４月２６日２０２２０４２６製局第１号・国不建第５６号、経産省製造産業局長・国交省不動産・建設経済局長 → 日本アスファルト合材協会、建設業者団体、公共発注者、民間発注者）

「ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分のアスファルト合材価格への適切な転嫁について」

◇ アスファルト合材の取引に関係する事業者に対し、アスファルト合材について、原材料費の上昇分を適切に価格へ転嫁できる
よう、当事者間で十分に協議の上適正な取引価格を設定するなど、適切な対応を図ることを働きかけ

◇ 公共・民間発注者に対しても、同様に、適正な請負代金の設定や必要な契約変更の実施について要請

適切な価格転嫁、取引の適正化に向けて、官民協働で取組を推進

（令和４年４月２６日国不建第５２号～第５５号、国交省不動産・建設経済局長 → 建設業者団体、公共発注者、民間発注者）

民間
発注者

建設業者
団体

（両省の連携により発出）
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建設資材価格に関する適切な価格転嫁に向けた国交省の取組

公共発注者・民間発注者・建設業団体に対し、スライド条項等の適切な設定・運用や必要な契約変更の実

施等を要請 （公共発注者に対しては、資材単価の適時の改定・調査頻度を増やすこと等も併せて要請）

都道府県における資材単価の設定状況等について見える化し、改善を働きかけ

元請下請/受発注者間における請負代金等の契約締結状況についてモニタリング調査を実施

サプライチェーン全体で、建設資材に関する適切な価格転嫁が図られるよう、受注者・発注者（施
主）間を含めた建設工事に関する環境整備を進めることが必要

地方公共団体における①資材単価の設定状況、②スライド条項の設定・運用状況について調査

全国の都道府県主催会議（公契連）において、適正な予定価格の設定・スライド条項の適切な運用等につ

いて市区町村へ直接働きかけ

適切なリスク分担等により価格転嫁が図られるよう、受発注者間で標準約款の適切な活用を働きかけると

ともに、資材価格変動に対応しやすい契約について検討

今後の更なる取組

これまでの取組
直轄工事において、スライド条項の運用等適切な対応を実施するとともに、地方公共団体等に対し、最新の
実勢価格を反映した適正な予定価格の設定やスライド条項の適切な運用等を要請
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都道府県における材料単価の設定状況 －物価資料の引用

○ 都道府県が予定価格※１の積算時に使用する材料単価について、その設定状況を調査。

○ 物価資料を引用している※２材料単価については、２９団体が、毎月、最新の物価資料の掲載価格を引用。

材料単価の設定状況
都道
府県
数

Ⅰ 全ての資材で「毎月、最新の物価資料の掲載価格を引用」 ２９

Ⅱ
主要資材は「毎月、最新の物価資料の掲載価格を引用」

（主要資材以外は、「毎月の変動率を確認し、一定の基準を満たした場合に、
最新の物価資料の掲載価格を引用」）

８

Ⅲ 主要資材は「毎月、最新の物価資料の掲載価格を引用」
（主要資材以外は、年数回更新）

４

Ⅳ
全ての資材で「毎月の変動率を確認し、一定の基準を満た
した場合に、最新の物価資料の掲載価格を引用」

５

Ⅴ
主要な資材は「毎月の変動率を確認し、一定の基準を満た
した場合に、最新の物価資料の掲載価格を引用」

（主要資材以外は、年数回更新）

１

Ⅵ 最新の物価資料の掲載価格を引用していない （年数回更新） ０

※１ 入札時の当初の予定価格
※２ 複数の物価資料の掲載価格の平均値を採用している 又は 一つの物価資料の掲載価格を引用 している

令和４年１０月１日時点

前回調査（５/２０時点）から改善のあった府県
岩手県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県
石川県、福井県、滋賀県、京都府、鳥取県、岡山県、山口県
徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、沖縄県
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独自調査の実施状況
材料単価の設定状況

定期調査
の頻度

都道
府県
数

独
自
調
査
を
実
施
し
て
い
る

Ⅰ 毎月調査し、単価を更新 １４

Ⅱ

毎月の変動率を確認し、一定の基準
を満たした場合に、随時調査等を実
施し、単価を更新

年６回
～

年１回
２２

Ⅲ 年６回 １

Ⅳ 年４回 １

○ 都道府県が予定価格※１の積算時に使用する材料単価について、その設定状況を調査。

○生コンクリートの単価については、多くの都道府県が物価資料の掲載価格の引用のほか

独自調査による設定※２も行っており、１４団体が毎月調査を実施して更新。

※１ 入札時の当初の予定価格
※２ 物価資料に掲載されていない地区について、調査機関に依頼するなどして地域の取引の実例価格を調査し、単価を設定している

令和４年１０月１日時点

都道府県における材料単価の設定状況 －独自調査 （生コン）

Ⅰ、Ⅱの対応をとっていない

・変動率の確認が毎月でない
・随時調査を行う基準がルール
化されていない
・随時調査を実施していない

上記以外の９都府県（右図白色）は、独自調査を実施していない
（物価資料の掲載地区の価格を引用し、毎月更新している）

前回調査（５/２０時点）から改善のあった県
岩手県、茨城県、群馬県、石川県、愛知県
山口県、徳島県、佐賀県、宮崎県、沖縄県
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○ 都道府県が予定価格※１の積算時に使用する材料単価について、その設定状況を調査。

○ アスファルト合材の単価については、多くの都道府県が物価資料の掲載価格の引用のほか

独自調査による設定※２も行っており、１３団体が毎月調査を実施して更新。

※１ 入札時の当初の予定価格
※２ 物価資料に掲載されていない地区について、調査機関に依頼するなどして地域の取引の実例価格を調査し、単価を設定している

令和４年１０月１日時点

都道府県における材料単価の設定状況 －独自調査 （アスファルト合材）

独自調査の実施状況
材料単価の設定状況

定期調査
の頻度

都道
府県
数

独
自
調
査
を
実
施
し
て
い
る

Ⅰ 毎月調査し、単価を更新 １３

Ⅱ

毎月の変動率を確認し、一定の基準
を満たした場合に、随時調査等を実
施し、単価を更新

年６回
～

年１回
２１

Ⅲ 年６回 １

Ⅳ 年４回 ２

Ⅰ、Ⅱの対応をとっていない

・変動率の確認が毎月でない
・随時調査を行う基準がルール
化されていない
・随時調査を実施していない

上記以外の１０都府県（右図白色）は、独自調査を実施していない
（物価資料の掲載地区の価格を引用し、毎月更新している） 前回調査（５/２０時点）から改善のあった県

岩手県、茨城県、群馬県、石川県、愛知県
山口県、徳島県、佐賀県、宮崎県、沖縄県
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４ 担い手の確保・育成に向けた取組
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「建設産業人材確保・育成協議会（人材協）」について

【概要】

35

※事務局：一般社団法人 建設業振興基金

○ 産官学が共同して建設産業の担い手確保・育成及び定着の推進を目的に活動する唯一無二の組織で、平成５年８月
の設立以降、建設産業の最重要課題の一つでもある「担い手確保・育成・定着」に向けて、様々な取組を展開

○ 人材協は、下表のとおり、多くの建設産業団体が協賛しており、これに国土交通省、厚生労働省、文部科学省、さらには
各都道府県の建設業協会等も加わって、100を超える団体から構成されている全国組織



人材協の主な取組①（建設業界ガイドブックの作成等）

36

【ニッポンをつくる人たち まもる人たち】
○ 小中学生や小さな子供にも建設業について

知ってもらうために、イラストを中心としたパンフ
レット

○ 土木のしごと、建築のしごと、それを担う人た
ち、そして建設業は地域をまもる仕事でもある
ことを紹介

【建設産業ガイドブック】

○ 建設産業の役割や土木・建築工事の仕事
について、写真やイラスト等で分かりやすく紹
介したガイドブック

○ それぞれの工事について、工程（作業）順
に携わる工事業を紹介するとともに、各工事
業については、仕事内容や関連する資格など
も紹介
















































































































































































































































































